
グ ロー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ に お け る

国際規格 のインパ ク ト

国際標準 化機構(ISO)の 観点 か ら

テ ィオ フ ィ ラス ・ア サ モ ア

1は じ め に

国際マ ーケテ ィングの分野 にお いては,1980年 代 の初期 に標準化 に基 づ い

た グロ0バ ル ・マーケテ ィング戦略 に関 す る議論 がおお いに行わ れたが,世

界規格 として一般 的 に受 け入れ られ る具体 的な意味 での議論 は特 に行わ れな

か った。 この ような議論 が行われ なか った ことによ り,グ ローバル ・マーケ

テ ィング戦略 の発展 に悪影響 が及 ぼされ た ことは明 らかで ある。規格化 が,

研 究開発やエ ンジニア リング,製 品化,生 産性,さ らに は利潤率 や消費者 の

安全性 な ど国際マ ーケテ ィングの活動全体 に渡 って多大 な影響 を及 ぼ した と

主張 した として も言 い過 ぎではない。 さらに標準化 に基 づ くグローバル ・マ

ーケテ ィング戦略 の下 で
,国 際規 格が国際 マーケテ ィングの諸 要素の相互 の

交換性 を促進 す るために使用 された り,国 際マ ーケテ ィングでの健全 な競 争

を可能 に した とも言 えるであ ろ う。

その反面強 い強制 力 を持つ国際規格 は,グ ローバ ル ・マーケテ ィング戦略

の下 で これ まで作 られ て きた原則 を国際 マーケ ティングへの参加 者 に守 らせ

る きっか け となった。 しか しなが ら国際規格 の出現以来,国 際商 取引 の研 究,

215



特 に国際マー ケテ ィングの研究 で は,国 際マー ケテ ィング,主 にグローバル ・

マ ーケテ ィング戦略 にお ける国際規格 が引 き起 こす諸問題や その意味 は真剣

に論 じ られて は こなか った。国際マー ケテ ィングの下で,グ ローバ ル ・マー

ケテ ィング戦略 に対す る国際規格 の影響力や位置 づ けを調 べ るこ とはグ ロー

バル ・マ ーケテ ィング に参加 す る者 に とって重大 な関心事で あるべ きで ある。

なぜ な ら,グ ローバ ル ・マ0ケ テ ィング戦略 は標準化 とい う考 え方 に基 づい

てい るか らで ある。

国際マー ケテ ィングの標準化 の適切 な手段 が何 で あるか とい う問題 は,グ

ローバ ル ・マーケテ ィング戦 略 にお いて主要 な関心事で あった。先 に述べた

よ うに,現 在 まで国際標 準化 に関す る適切 な手段 を展 開す るため にこれ とい

って特別 な試 みが行 われ て こなかったが,以 下 の問題 点が明 らか にされ る必

要が あ る。第一 に,グ ローバ ル ・マーケ テ ィング戦略が達成 しなけれ ばな ら

ない標準化 の適切 な レベルが明確 にされ る必要が あ る。第二 に,国 際標準化

問題 に関す る組織 的 レベルが明 らかに され る必要 があ る。第三 に,様 々な組

織的 レベルで行われ るグ ローバ ル ・マーケテ ィング戦 略 に対 して標準 化の意

味 が明 らかに され る必 要があ る。第 四 に,国 際規格が グローバル ・マーケテ

ィング戦略 と対応 で きるよ うにす るた めに採用 され るべ きアプ ローチや手段

が明 らか に され る必要が あ る。 これ らの問題点 は,一 つの研究論文 で考察 す

るには困難 であ る。

II本 稿 の 目 的

ここ数年企業 の活動 への関心 は,1970年 代 や1980年 代 の初期で は見 られ な

か った ほ ど高 くなってい る。た とえば,長 い間一般的 な意味 での品質 の問題

には関心が注がれ たけれ ど,品 質体制全体(品 質管理体制 や品質保証体制 を

含 めて)の 展 開に対す る関心 は,個 々の企業 の手 に委 ね られて きた。 よ くで

きた場合 を とってみて も,個 々の国で品質 に関す る問題 で消費者 を保 護す る
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ための法律 や規制 を行 うこと ぐらいであ った。 日本 で は製造物責 任法が この

よ うな法律 の一 つ として最近(1990年 代 初期 に)制 定 された
。

注 目を集 めて きた企業活動 の もう一 つの例 は,環 境 管理で ある。環境活動

家 は,環 境保護 に対 して企業 は積極的 な役割 を持 って いる と主張 し続 けて き

た。 しか しなが ら企業 が環境活動 家の要求 に応 えるため には
,コ ス トの上昇

とい う潜在 的 な脅威 に直面 して きた。事実幾 つかの企業 は環境 活動家 に対 す

る訴訟費用の増加 と競争力の低下を被ってきたと主張 してき差.訴 訟塘 威

と顧 客や消費者 の反応 だ けが環境 管理体 制の展開 を企業 に迫 らせ る要因で は

ない。株 主 も環境問題 の危機 を抱 える企 業 を見捨 て るし
,金 融機関 も融資 の

審査 内容 に聯 問題 に関す る危囎 理 を含 めていz}。

近年品質 や環境 管理 の領域 は,国 際規格 として もっ ともよ く知 られて いる
。

国際規格 は基本的 には,国 境 を越 えて活動 す る製造企業 にあ る種 の資格 を与

える。 品質管理体制 や環境対 策や環境管理体制 に関す る規格 の保 証 それ 自体

は,グ ロ.___バル ・マーケ テ ィング戦略 を企業が展 開 した り実践 す るた めには

十分 ではない。 だが それ らは,グmバ ル ・マ ーケテ ィング戦略 に関 す るア

プ ローチや手段 を計画 した り,開 発 した り,実 践 した り,継 続 した りす るた

めの重要 な要因 であ る。 また それ は,グmバ ル ・マーケテ ィング研 究 にお

ける企業 の動機 を考察 す る際 に も効力 を持つ か もしれ ない。 そ こで本稿 の主

な 目的 は,グ ローバル ・マーケテ ィング戦略 の展 開 を支配す るであ ろう適切

な国際 マーケテ ィング標 準化 の手段 を提 出す るため に上 にあ げた第四番 目の

問題 を取 り上 げ るこ とであ る。

この 目的 を達成 す るため にこの論文 で は,次 の問題 点 を取 り上 げ る。第____.

に,国 際 マー ケテ ィングの運 営 を含 めて企業経営 に関す る近 年行 われ て きた

研 究が注意 を払 って こなか った,国 際規格 の意味 の検討。第二 に,国 際標 準

化機構 によって設立 され た現在 の国際規格 の検 討。第三 に,グ ローバ ル ・マ

ーケテ ィング戦 略の展開や その実践 にお ける国際規格 の適切 な位置づ け
の評

価 であ る。
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lll規 格

1そ の 意 味

国 際 標 準 化 機 構 や 国連 欧 州 経 済 委 員会(TheUnitedNationsEconomic

CommissionforEurope;UNECE)に よっ て設 け られ て い る規 格 の一 般 的

な定義 に よれ ば,「 規 格 とは,社 会 の最 大 の 恩 恵 の増 大 を 目的 と し,国 内 や 地

域 間 や国 際 間 の各 レベ ル の個 人 や 団体 で認 証 され る科 学 や技 術 そ して経 験 の

総合 に基 づいて訟 の あ らゆる利 益 。こよ りr・ 的 に認 め られ洞 意 塾 協

力 を引 き出すた めの,公 によって利用 され る特定 の技術 や文書 で ある」。

この定義 は,ほ とん どあ らゆる国の機 関で採用 され て きたため,普 遍的 に

記述 されてい る とみ なされ るけれ ども,さ らに もう一 つの定義 を取 り上 げる

必要が あ る。 その定義 は,貿 易 自由化 のためのガ ッ トの1979年 の協定 や欧州

連合の規藤 見いだされる.後 者では欧少卜1連合内での技術的な規格や規制に

関す る情報 を規定 してい る。 これ らの機関 に よって与 えらた定義 によれ ば,

「規格 とは,そ れ に従 うこ とは強制 で はないが,継 続 的 な適 用が標 準化 を行 う
らラ

個人や 団体 に よって認 め られ る特定 の技術 で あ る」。ガ ッ トと欧州連合 にお

ける規格 に関す る意味合 いの違 いや,ま た国際標準化機構 や国連欧州経済委

員会 にお ける規格 に関 す る意味合 いの違 い は,貿 易 の 自由化 を如何 に評価 す

るか とい う観点 か らの差異 を反映 して いる と言 える。

2国 際規格の主な特徴
6)

一般 的 に国 際 規 格 はi五 つ の 主 な特 徴 を持 つ と言 わ れ て い る。

① あ る認 定 され た 団体 に よ る文 書 化 さ れた ドキ ュメ ン トで あ る。

国 際 規格 は,あ る認 定 団 体 に よ り認 証 を受 けた文 章 化 され た ドキ ュ メ ン ト

の形 態 を とる。 この よ うな認 定 団体 はs国,国 を越 えた 地域 圏,あ る い は国

際 的規 模 に渡 る。 これ らは,公 的 な機 関 に よっ て(契 約 や 条 約,協 定 な ど に
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よ り)認 定 さて い る場 合 が 多 い。 また そ れ らの認 定 に は,非 公 式 的 な もの も

あ る。 公 的 な機 関 が企 業 団体 か ら構 成 され る場 合 ,そ の よ うな団 体 は独 立 性

や その 目的 か らい っ て母 体 の企 業 団体 とは 区別 され る こ とが しば しば あ る
。

② 一 般 の人 々 や 団 体 に利 用 可 能 な ドキ ュ メ ン トで あ る。

この よ うな認 定 され た 団体 の ドキ ュメ ン トは,一 般 の人 々 や 団体 に利 用 可

能 で な けれ ば な らな い。 原 則 と して 規格 は,あ らゆ る利 害 関 係 を持 つ人 々 や

団体 に よ っ て作 り出 され な けれ ばな らな い。 この こ とは,一 致 して作 り出 さ

れ た ドキ ュ メ ン トが 誰 に よっ て もす ぐに使 用 で きる こ とを意 味 して い る
。 そ

の結 果 規 格 認 定 機 関 は,公 的 に彼 らの基 準 を公 表 し それ が 採 用 され る よ うに

活 動 す る こ とが 普 通 で あ る。 ほ とん どの場 合 各 規格 認 定 機 関 は,相 互 に協 定

を結 ん で お り,相 互 に規 格 を採 用 す る よ うに働 きか け て い る。

③ 利 害 関係 や利 益 関 係 を持 つ あ らゆ る人 々 や 団体 に よ る認 証 を伴 っ て作

成 され た ドキ ュメ ン トで あ る。

Technicalregulationsやindustrialspecificationsか ら区別 され る こ とが

規 格 の根 本 的 な要件 で あ る。technicalregulationsやindustrialspecifica-

tionsや 規 格 は,全 く同様 の 内容 や本 質 的 に同 じよ うな 目的 を持 つ け れ ど
,規

格 は い つ もあ らゆ る利 害 関係 者 の協 力 に よっ て作 り出 され る。 した が っ て規

格 機 関 は,公 開 で き る本 物 の合 意 が あ る こ とを確 証 させ るだ けで な く,草 稿

段 階 か らの参 加 が 必 要 とな る。

④ 適 用 が 繰 り返 され た り継 続 され る ドキ ュ メ ン トで あ る。

規 格 は,そ の 適 用 が繰 り返 され た り継 続 され た りす る こ とが意 図 され て い

る。この特 徴 は,公 的 あ るい は私 的procurementspecificationと は区別 され

る。 一 般 的 に規 格 はy製 品 や サー ビス や契 約 を有 効 にす る。 したが っ て規 格

は,適 用 可 能 な多 くの 分野 の ニ ー ズ に適 合 しな けれ ば な らな い。 規 格 の適 用

の反 復 的 で 継続 的 な要 因 は,あ る与 え られ た 経 済 あ るい は産 業 の 最 高 の 共 通

項 で あ る。 他 方 公 的 あ る い は私 的procurementspecificationは ,製 品 ご と

に,サ ー ビス ご とに,あ る い は また契 約 ご とに異 な っ て い る。 そ の結 果 あ ら
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ゆ る状 況 で この よ う な規 格 が繰 り返 し継 続 的 に適 用 され る こ とは容 易 な こ と

で は ない 。

⑤ 強 制 を伴 わ な い ドキ ュ メ ン トで あ る。

規 格 の適 用 はふ つ うは強制 的 で は な い。 この要 因 は,technicalregulation

と も区 別 され る。 規 格 を強 制 的 に す る こ とは進 歩 を遅 らせ る こ とにな る。安

全 性 の理 由 で幾 つ か の強 制 的 な規 格 が存 在 す るが,そ れ らは____.般的 で は な い。

3規 格 の 内 容

a規 格の種別

さ ま ざ まな 団体 に よ って 開 発 され た さ まざ まな種 類 の規 格 が存 在 す る。

〈構 造 に よ る種 別 〉

構 造 に よ る種 別 化 は手 段 に関 す る規 格 と結 果 に関 す る規 格 を区別 す る。 手

段 に関 す る規 格 は,手 段 を詳 細 に規 定 す る。 そ の 目的 は,望 ま しい結 果 に到

達 す るた め に いか な る手 段 が 必 要 とされ るか で あ る。

〈機i能iによ る種 別 〉

機 能 に よ る種 別 化 は内 容 に よっ て 区別 され る。 この種 別 化 で は細 か く言 え

ば さ まざ まな段 階 の分 類 を含 む こ とにな る。最 も一一般 的 な分 類 は,basicstan-

dards,terminologystandards,製 品規 格,テ ス ト規 格,安 全 規 格 で あ る。

〈Administrative(行 政)に よ る種 別>

Administrative(行 政)に よ る種 別 化 は特 に各 国 で採 用 され て い る行 政 の

種 類 に よっ て分 類 され る。 た とえ ば,定 義 的 な規 格 と実 験 的 な規 格 の 区別 な

どが あ げ られ る。

b規 格化の対象 とす る主要 なセ クター

規 格 の分 類 に お い て対 象 とされ た 主 要 な セ ク ター は,過 去 にお い て は主 要

経 済 セ ク ター 一般 で あ った が,近 年 に お い て は環 境 セ ク タ ー も含 まれ る よ う

に な った 。 ほ とん どの既 存 の規 格 は,主 要 産 業 セ ク ター にお け る規 格 化 活 動

をそ の範 囲 として い る。次 の分類 の例 は,theCEN/Cenelecに よって使 用 さ
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M

N

S

T

U

V

W

X

Z

建設業

化学,化 学 エ ンジニ ア リング,食 品

基本規格

家庭 用品や レジ ャー用 品

機械 エ ンジニ ア リング

金属鉱業

非金属鉱業

健康,環 境,医 療機器

交通}梱 包,運 輸

一般 的な電気機器規格

電子 エ ンジニ ア リング

電気 エ ンジニア リング

未決定標準化領域

情報 テクノロジー

(注)Xは まだ明確 にされて いない規格 の カテゴ リー と して

残 され ている。

れ て い る もの で あ る。

4規 格化 の 目的 と用途

a規 格化の目的

規格 の第一 の 目的 は,生 産 やマー ケテ ィング,さ らに部 品や製 品の相 互交

換 を よ り簡単 にす るこ とであ る。規格 に より,そ れ らは大 きな規模 で行 われ

うる。過去 においては,特 に欧州 で は,規 格 化 は職人組 合(craftsmen)や 製

造業者 の団体 で開始 され て きた。

近年規格化 の 目的 には,生 産 や マー ケテ ィングや製 品 とサ0ビ スの消費 を

行 う各団体 すべ ての間の コ ミュニケー シ ョンの手段 とい う項 目が付 け加 え ら

れて いる。 これ らの団体 には,製 造業者,消 費者,顧 客,研 究者,科 学者 な

どグ ローバ ルな規格化 に関係 す る団体が含 まれ る。

規格 化 は,過 程 に関 す る これ らの規則 だけでな く,規 格 それ 自体 の実現 と
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して も考察 され る。

b規 格の主な使用

まず第0に,規 格 は生産者 と顧客 間や産 業間,ま た さ まざ まな商取 引,マ

ーケテ ィングで使 用 され る。例 えば,供 給者 と取 引 をす る側 か ら見 れば,規

格 は供給 され る商品 の選択 の基準 とな る。 さ らに規格 に伴 われ る随伴規格 は,

特定 の要件 に対応 す る。企業 は随伴規格 を,試 験 や測定,ク オ リテ ィー ・コ

ン トロール に使 用す る。 また これ らの規格 は,マ ーケテ ィングや流通 か ら梱

包,ア フター ・サー ビスに渡 る。 これ らの規格 は,共 通 言語 として,生 産,

マー ケテ ィング,消 費 を結 びつ ける。

第二 に,規 格 は公共 の規則 とい う性 格 を持 ってい る。個々 の国 々での公共

機 関 による製品やサ ー ビスの要件 を満 たせ るようにな る。 また公共機 関の製

品購 入や契約 に しば しば使用 され る。

c規 格 と認証

認証 は,製 品やサー ビスが特定 の技術 に対応 してい るか どうか を証 明す る

ことで あ る。認証 は,製 品や サー ビスがその 目的 に適合 してい るか どうか を

示す多 くの基準 に関 して,製 品やサー ビスが それ らを満た してい るか どうか

を保証 す る手段 で ある。認証 の基本的 な方法 は以下 の こ とか ら構成 されてい

る。第一 に,規 格 の条項 に製 品や サー ビスが適合 してい るこ とを宣言 す る責

任 を受 け入れ る提供者 による統一 した宣 言。第 二 に,テ ス ト ・レポー トで あ

る(実験 室の レポー トも含 む)。 第 三 に,独 立 した第三者機関 に よる統一 され

た証 明書 。第三者 機関 の証 明書 は しば しば,テ ス ト,検 査,モ ニ ター リング

を含 む。

1987年 以前,米 国やカナ ダで は規格 を発行 す る数百 もの機 関が存在 して い

た。欧州 で は,英 国の ように強力 な規格機 関が存在 していた国 もあ るけれ ど,

EUの 出現 によ り,そ の統一 の必 要性 が課題 となってい る。過去 において・規

格化 は顧 客 と供給者 の関係 を容易 にす る最善策 と考 え られていたが,近 年規

格 は生産過程以外 に も適 用 され るよ うになった。規格 は,国 際マー ケテ ィン
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グや グ ローバ ル な社 会 に お い て関 心 事 とな っ てい る。 この こ とは,国 際 マ ー

ケ テ ィ ング,特 に グ ローバ ル ・マ ー ケ テ ィ ング戦 略 にお け る位 置 づ け を考 察

す るた め の示 唆 を与 え る。

lVグ ローバ ル ・マーケ テ ィング戦略 に関 す る

プ レゼ ンテー シ ョンにつ いての考察

1グ ローバ ル ・マ ーケ テ ィ ン グ戦 略 の 意 味

グ ローバ ル ・マ ー ケ テ ィ ング を戦 略 と して捉 え る概 念 を1983年 に普 及 させ

の
たのは,セ オ ドア ・レー ヴ ィッ トで ある。 その後10年 間学会 で議論 が重ね ら

れ,最 近 では この1983年 の レ0ヴ ィッ トの概 念が グ ロー一バ ル ・マー ケテ ィン

グの中心 をなす もの との合意が成立 して いる ように思われ る。

レー ヴィ ッ トによれ ば,多 くの企業 によって国際市場 に対す るマーケテ ィ

ングに真剣 に取 り組 まなけれ ばな らない状況 が作 られて きた
。 その理 由 とし

て,国 内市場 の飽和 があ げ られ ている。 この観点か らすれば,新 しい市場 の

開発が必 要 とな る。 しか しなが ら,そ の ときで さえ国際市場 には拡 張で きる

余地 があ る とは見 なされ ていなか った。 国際マーケテ ィングにお け るマーケ

テ ィング活動拡大 の限界 は,マ ーケテ ィング活動 が特 定の市場 にカスタマイ

ズ され て きた結果 であ る.レ ー ヴ ィッ トは,彼 の灘 を製 品 に限定 して いg}
。

しか しなが ら,国 際市場 を詳 しく見 る と,共 通化へ の動 きが見 られ る。 レ

ー ヴィ ッ トによれ ば
,技 術力 が国際共通化 の推 進力で あ る。技術 力 の使用 に

よって,1980年 代以 前で はで きなか った同 じ製 品 を多 くの国 に提 供で きるよ

うにな りy国 際市場 が単一市場 と見 なされ るようにな った。 同一 のマー ケテ

ィング活動が多 くの国の市場 で行 われ る とい うことが,国 際 マーケテ ィング

の標準化 を実現 させ た。 この よ うな異 なった製品やサー ビスの国際市場 に対

す る標準化 は,古 い飽和 していた国内市場 とは異 なった新 しい市場 の存在 を

意味 してい る。 これ らの市場 の主 な特徴 は,文 化 や国境 を越 えたモ ダニテ ィ
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一の追 求で ある。

さ らに特 に製 品分野 にお ける国際マーケテ ィングの標 準化 に向 けた この傾

向 は,新 しい情報社会 や コ ミュニ ケー シ ョンの波 に よって増 幅 され てい る。

その結 果最近 の国際マー ケテ ィングの標 準化 の風 向 きは,標 準化 に関す る論

争が原材料,ハ イテ ク製品,消 費者 や広告 に対 して行 われていた1980年 代以

前 とは異 なってい 署.騨 化 され姻 際マーケテ ィングに対応す る新 しい形

態 の国際市場 は,グ ローバル ・マー ケテ ィング戦略 に よ り組織化 され るべ きで

ある。 したが って グ ローバル ・マーケテ ィング戦略 は,グ ローバ ル ・マーケ

テ ィング戦略が国際的 な標準化市場 に適 用で きる とい う意味 での戦略 であ る。

グローバ ル ・マーケテ ィング戦 略 に関す る最 も効 果的 なアプローチは,費

用 に対 して優位 に立 つ品質や信頼性 を組 み入れ るこ とであ る。 グmバ ル ・

マーケテ ィング戦略 を行 ってい る企業 は,デ ザイ ン,機 能,流 行 に対 して世

界 的 に受 け入れ られ る価格,信 頼性,流 通 に関 して適切 な価値 を実現す るた

めの最大 の組 み合 わせ に基 づいて競 争す る必要が ある。伝統的 な国際 マーケ

テ ィング活動 や研究 あるいは常識 で は,国 ご とにあ るいは地域 ご とに嗜好,

好 み,ニ ーズ,マ ー ケテ ィング機関 に違 いがあ るけれ ど,規 格機 関 は これ ら

の差異 の規格化 を 目標 とす る。 レー ヴィ ッ トの指摘 によれ ば,シ ングル ・マ

ーケ ッ トを対 象 とす る企 業で もすべての分 野で標 準化 を行 うことはない。企

業 は単一 の生産 ライ ンで はな く多様 な生産 ライ ンを持 ってい る。 さらに企業

は しば しば一つの流通チ ャネルで はな く多様 な流通 チ ャネル を持 ってい る。

それ ぞれ特定 の市場 セ グメ ン トを対 象 とす る必 要が ある場合,外 国での類似

した市場 セグ メン トを見 つ け出す ことによ り}国 内での多様 な生産 ライ ンや

流通 チ ャネルが その まま適応 で きる。

1980年 代後 半以来,グ ローバル ・マーケテ ィング戦略 のアプ ローチ は主 に

二 つの形態 を取 って きた。 まず,標 準化 されたマーケテ ィングは,国 際市場

を単一市場 と見 な して,そ の必 要性 に対応 して展開 された。第二 に,国 際市

場 は,各 顧客 に対応 した多 くの市場 と見 なす よ りは少数 の標準化 され る市場
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と見 な した。 レー ヴィ ッ トによれ ば,文 化的差異 や国民 の嗜好 や過去 の伝統

を引き継 ぐ企業などの特徴に基づいて議論が行わ濃 。

2グ ローバ ル ・マーケテ ィング戦略 での標準化1規 格の意味

標 準化や規格 の概念 は,グ ローバル ・マー ケテ ィング戦 略の下 で は,明 確

に定 義 され て こなかった。初期 の段階 での標準化 の意味 に関 す る議論 で は
,

標準化 は異 なる国々で一定 の製 品 を一定 の コス トで生産 し,一 定 の流通 シス

テムや販売促進活 動 によ り,一 定 のサ ー ビス を提供 す る ことで ある と考 えら

れ ていた。標 準化 は,幾 つか の市場/産 業 におけ るほ とん ど純化 された国際マ

ー ケテ ィング と他 の市場/産 業 にお けるほ とん ど純化 され た国内 マー ケテ ィ

ング との連続 した形 態 として捉 えられて きた。 グローバル ・マー ケテ ィング

戦略 の課題 は,ど のマ0ケ テ ィングの要素が標準化 されあ るいはされ るべ き

か を決定 し,ど の程度 で その よ うな標準化 が な され るべ きか を決定 す る こと

で ある と考 え られた。標準化 で は,次 にあ げる ものが影響 を与 える要素 と見

な され る。企業 が活動す る産業 の特徴,対 象 となる市場,市 場 の ポジ シ ョン
,

製品 の特徴,環 境,組 織 で あ る。 しか しなが らグローバ ル ・マー ケテ ィング

戦略 の中心的 な要素 で ある標準化 の前提 条件や規格 の意味 に関 す る明確 な発

表 はなされ ていない。1983年 以前 には標 準化 に関す る議論 は広告 と顧客 で あ

った。 それか ら強調点 は,製 品 に置 かれ るようにな り,80年 代 の中期 には国

11)

際 マーケテ ィング戦略 それ 自体 に移 った。国際規格 の最近 の流れ は,国 際 マ

ーケテ ィング
,特 にグ ローバ ル ・マー ケテ ィング戦略 の概念 での国際規格 の

影響 に焦点 を当て る必要 があ る。

V国 際 規 格

1一 般 的 背 景

80年 代 以 来 レー ヴ ィ ッ トな どに よ っ て 提 出 さ れ た,グ ロ.__..バル ・マ ー ケ テ
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イング戦略 の結果で ある国際マー ケテ ィング研究 の主要 な問題 の一 つ は,国

際標 準化 であった。 そのグローバ ル ・マーケテ ィング戦 略 に関す る議論 で は,

萌芽的 であ るが,標 準化 に基 づ くグローバル ・マー ケテ ィング戦略の展開 で

の重要 な要素 として品質,信 頼性,統0の 意義が含 まれてい る。多 くの企業

は世界 中で彼 らの製品 とサー ビスに関 す るマーケテ ィングを行 ってい る。現

在 は国内市場 だけ を対象 とす る企業 で も,国 際市場 への進出 を計画 していた

り希望 していた りす る。潜 在的 な世 界市場 では,標 準化 に基 づ くグ ローバ ル・

マーケテ ィング戦略 の問題 は企業 に とって重要 な意味合 い を持 ってい る。 グ

ローバル ・マー ケテ ィング戦略 での規格 の重 要性 は,企 業が世界 中の消費者

や顧客 を積極的 に満足 させ よう とす る時 に明確 になる。国際規格へ の関心 は,

さまざ まな 目的や環境 に完全 に適合 す る製品やサ ー ビスの登場 に よって十分

明 らか となって きた。

2国 際規格の 出現

標準化 に基 づ くグローバル ・マー ケテ ィング戦略 に関 して レーヴ ィッ トが

論文 を発 表 した同時代 の1980年 代 初期 に,グ ローバ ル市場 で活動 す る企業 の

成 功 を確 実 にす るための諸要素 に対 す る創造,解 釈,適 用のた めのべ一 スラ

イ ン ・システム規格が必 要で ある ことが明 らか になった。べ 一スライ ン ・シ

ステム規格 の主な 目的の一つ は,出 現 して きてい るグローバ ル市場 での企業

の活動 を高 める ことで ある。「グローバル経済 は明 らか に産業 とそ して国家 を
12)

普 遍的 な基盤 へ と動 か してい る」。この よ うな システム に対 す るあ らゆる国際

的 な解釈や適用 のための基盤 は,体 系的 に導かれ定義 され標 準化で きた と主

張 されて きた。 この ような主張 はまず,世 界規模で の国際 マーケテ ィング活

動 の高い信頼性 を企業 に可能 にす るアプ ローチであ り,第 二 に,こ のべ 一ス

ライ ン概 念 はグローバ ル ・マーケテ ィング戦 略 に基 づ く国際マー ケテ ィング

の最終結果が消費者 のニーズや要件 を受 け入れ るだ けで な く,顧 客の それ ら

をも受 け入 れ る とい う可能性 を増 大 させ うる。 グローバル ・マーケテ ィング
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のほ とん どの論文 はy産 業財市場 にあ ま り言及す る ことな く消費者市場 に言

及 して きた。

特 に産業財市場 で は,普 遍的 なべ 一ス ライ ン ・アプローチ は国際 システム

規格 の世界的規模 での受容 を要求 してい るこ とが明 らか にな って きた。 この

よ うな国際規 格 の採用 は,規 格 を持 ってい ない国だ けでな く,す で に先 進の

規格 を持 って いる国 に とって も必要 であ る とい うわ けで はない。1980年 代初

期 にすで に存在 していた国境 を越 える共通 の規格 はなか った。即 に際 だ った

規格が存在してい磯 つかの国も国際規格の開発に取 り組む必要があ魂 。

国際的べ 一ス ライ ンの展 開の潜在 的 な源泉 とな りうるいか なる国際規格 も,
14)

局 いレベルの国際的認識 と容認 を必 要 とす るで あろ う。 この よ うな レベルの

規格 を持 つ必 要性 は,あ らゆ る国が 国内規格 に代 わ って国際規格 を使用 す る

こ とに賛 同 して いるか らで あ る。

べ 一ス ライ ン ・アプロー チの展開 の先頭 を走 る一般 的 に認 め られ てい る機

関 の中で,国 際標準化機構(ISO)が 最 も適 切 な機関 と見 な され る。国際標 準

化機構 は,国 際規格 を担 当す る機 関の中で最 も大 きな ものであ り,世 界 中の

多 くの国 をメ ンバー としてい る。 また国際 的 に受 け入れ られ る自主的 な機 関

としての長 い歴 史 と評判 を持 ってい る。 国際標準化機構 は偏 りのない クオ リ

テ ィー ・システム規格 の開発 に活動 の焦点 を当ててい る。1980年 代 の初期 に,

国内用規格 団体 に よる投票 によって,メ ンバ ー国 が国際標準化機構 の方向性

を決定 した。 それは,国 際 的な解釈 と適 用の ため に自発的 な クオ リテ ィー ・

シス テム規格 を開発 す るこ とであ る。 国際標準 化機構 の付属 のタス クフォー

スで あるテクニ カル ・コ ミテ ィ._176(TC176)が,四 つ の戦略的 ゴール に

向けて規格 を創 り出す。 それ らは,普 遍 的な受容性,現 状 の互換性,将 来 的

な互換性,将 来 的 な柔軟性 で あ る。国際標準化機構 の規格 の最初 の ものは,

ISO9000ク オ リテ ィー ・システム規格 であ る。

国 際 規 格 の発 展 に つ い て この 論 文 で は,ISO9000か ら始 め,次 にISO

14000に ついて述 べ る。 そ して,QS9000とTE9000に つい て取 り扱 う。
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3国 際 規 格 の 概 観

aISO9000

1SO9000は1987年 に初 めて公 に され,1994年 に改 訂 され た 。 これ に は,主

に二 つ の領 域 が あ る。 そ れ ら は,ク オ リテ ィー ・マ ネー ジ メ ン トとクオ リテ

ィー ・ア シ ュ ア ラ ンスで あ る。ISO9000に お け る規 格 は,あ る特 定 の産 業 あ

るい は製 品 を対 象 と して い な い。 した が っ て,そ れ ら は製 造 業 に もサ ー ビス

産業 に も適 用 で き る よ うに意 図 され て い る。ISO9000で の規 格 は,明 確 な規

定 を もっ て い るわ けで はな い。 つ ま りそれ らは,企 業 が 達 成 しな けれ ば な ら

な い具 体 的 な クオ リテ ィー ・マ ネ ー ジ メ ン トや クオ リテ ィー ・ア シ ュア ラ ン

ス に対 す る特 定 の 方 法 を示 して い な い。 しか し各 企 業 が,適 切 な 品質 規 格,

そ の た め の書類 を具体 的 に規 定 し,各 企 業 が そ の 品質 規 格 とその た め の書 類

に従 う こ と を証 明 す る こ とを命 じて い る。ISO9000規 格 は,各 企 業 に基 本 的

な クオ リテ ィー ・シス テ ム を規 定 す る よ うに求 め て い る。 そ の 目的 は,企 業

が 消 費 者 や顧 客 に製 品 や サ ー ビス の クオ リテ ィー ・シス テ ム を保 持 して い る

こ とを確 実 にす るた め で あ る。

ISO9000シ リー ズ は,具 体 的 に は以 下 の もの か らな っ て い る。

・ISO9000:こ れ は,適 切 な規格 をISO9001,ISO9002,ISO9003の 中

か ら選 択 す るた め の ガ イ ドラ イ ンで あ る。

・ISO9001:こ れ は,ISO9000シ リー ズ の 中 で も最 も包 括 的 な規 格 で あ

る。 その 範 囲 は,デ ザ イ ン,製 造 過 程,設 備,サ ー ビス ・シス テ ム に及

ぶ 。

・ISO9002:こ れ は,生 産 と設 備 に関 す る規 格 で あ る。

・ISO9003:こ れ は,最 終 生 産 物 の検 査 と試験 に関 す る規格 で あ る。

・ISO9004:こ れ は,各 企 業 が 経 営 上 の ニ ー ズ や競 争 上 の優 位 性 を獲 得

す る た めの 独 自 の クオ リテ ィー ・シス テ ム を開発 す るた め の一 連 の ガ イ

ドラ イ ンで あ る。

各 企 業 がISO9001,ISO9002,ISO9003を 取 得 す るた め に は,企 業 は適
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切 な規 格 の た めの 要件 を満 たす こ とを証 明 す るた め に,企 業 の運 営 や 活 動 に

対 す る調 査 をy信 任 され独 立 した 第三 者 機 関 に委 ね な け れ ば な ら な い
。ISO

8402は,ク オ リテ ィー ・マ ネ ー ジ メ ン トに対 す る概 念規 定 を与 え て い る
。ISO

9000を 完 全 に実行 す るた め に も,ISO8402は 必 要 とされ る
。

bDSOi400

1SO14000は,国 際標 準 化 機 構 と と もにテ クニ カル ・コ ミ ッテ ィー207の 成

果 として 開発 され た 。ISO14000は1996年6月 に初 め て 認 め られ た
。 この シ

リー ズ は,包 括 的 な環 境 マ ネ ー ジ メ ン ト規 格 で あ る。 この規 格 は,法 的 な あ

るい は規 制 に関 す る要 件 に対 応 す る環 境 対 策 の構 造 的 な シ ス テ ム で あ る
。 こ

れ は,企 業 活 動 に関 して生 じ る自然 環 境 問 題 に対 象 を定 め て い る
。

ISO14000シ リー ズ は,環 境 マ ネ0ジ メ ン ト・シ ス テ ム
,環 境 オ0デ ィテ ィ

ン グ,環 境 ラベ リン グ,環 境 パ ー フ ォー マ ン ス評 価
,ラ イ フサ イ クル ・ア セ

ス メ ン トとい う包 括 的 な カ テ ゴ リーか らな る。 これ らの普 遍 的 な規 格 は,あ

らゆ る国 また あ らゆ る組 織 で使 用 可 能 で あ る。 この シ リー ズ は,初 期 の パ ー

フ ォー マ ンス ・テ ス トや検 査 }最 終 的 なパ ー フ ォー マ ンス ・ゴ ー ル,あ る い

は書 類 に対 す る単 一 の マ ニ ュ アル を要 求 す る もの で は な い
。Asa14000規 格

は,パ ー フ ォー マ ンス改 善 レー トを規 定 して い な い し,政 府 の政 策 や組 織 の

方 針 に命 令 しな い。

ISO14000規 格 か ら生 じる恩 恵 は,環 境 マ ネ ー ジ メ ン トに世 界 的 規 模 の関

心 を払 わ せ,環 境 問 題 に対 して 自発 的 な合 意 に基 づ く規 格 を促 進 した こ とで

あ る。 これ らの規 格 は,通 商 に関 して生 じる障壁 や 難 解 な問 題 を最 小 化 す る

環 境,レ ー ベ ル,解 決 方 法 を規 定 す る国 内法 と調 和 す る こ とを 目標 として い

る。 さ らに それ らは,規 制 な どの環 境 パ ー フ ォ0マ ンス を越 え て維 持 した り

活動 で きる合意 を証 明 した り,予 想 や一貫 性を促進す る意 図が認 。

ISO14001は 第 三 者 機 関 へ の 登 録 の た め の規 格 で あ る。ISO14000へ の登

録 は,少 な く と も次 の 四 つ の 点 が 要 求 され る。 まず第 一に,環 境 マ ネー ジメ

ン ト ・シ ス テム を実 現 して い る企 業 で あ る とい う証 拠
。 第 二 に,関 連 法律 遵
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守 の た め の手 続 きの 開発 。 第 三 に,規 格 で述 べ られ て い る規 定 に関 して継 続

的 な改 善 へ の企 業 の コ ミ ッ トメ ン ト。 第 四 に,公 害 防 止 へ の企 業 の コ ミッ ト

メ ン ト(例 え ば,リ サ イ クル,プ ロセ ス の変 更,エ ネ ル ギ ー の効 率 化,素 材

の変 更 な どで あ る)。

ISO14000の 規 定 は,ISO9000シ リー ズ に よ っ て 設 立 され た 先 例 と と も

に,環 境 活 動 に明確 な指 針 を与 えて お り,企 業 はグ ローバ ル ・マ ー ケ テ ィ ン

グ戦 略,特 に ヨー ロ ッパ 市 場 で競 争 す る際 の基 準 を明確 にす る こ と もそ の課

題 として与 え られ た。

次 に,説 明 す るQS9000とTE9000は,世 界 的 に注 目 を浴 び,あ る程 度 で

承 認 を受 け た産 業/企 業 を対 象 とす る規 格 で あ る。

cQS9000

QS9000は,米 国 ビ ッグ ・ス リー(ク ラ イス ラー,フ ォー ド,GM)に よ っ

て1994年9月 に開 発 され た。QS9000に お け る規 格 は,多 か れ 少 なか れ 産 業 界

の マ ー ケ テ ィ ン グの 主 導 的 役割 を損 って い る。QS9000を 開発 した ビ ッグ ・ス

リー の サ プ ライ ヤ ー ・クオ リテ ィー ・リク ワイ ヤ ー メ ン ト ・タス ク ・フ ォー

ス は,幾 つか の 大 型 トラ ッ ク製 造 業 者 や 国 内外 の部 品 や 製 品 の供 給 業 者 に対

して も基 本 的 な クオ リテ ィー ・シ ス テム を規 定 して い る。

QS9000は,そ の基 盤 と してISO9001を 使 用 して い る。QS9000は 規 格 で

は な い が,ISO9001の 規 格 を含 ん で い る。 そ の 要 件 は,ISO9001よ り も広

い。QS9000は 要 件 とい う点 で は よ り厳 しい。

QS9000は 三 つ の セ ク シ ョン に分 け られ る。

① 共 通 の 要 件 が 含 まれ,ISO9001の 正 確 な テ クス トに加 え・乗 用車 や大

型 トラ ッ クの要 件 で あ る。

② 追 加 的 な 要件 で,ISO9001の 範 囲 を超 え る要件 を含 んで お り,ビ ッグ

ス リー す べ て に共 通 で あ る。

③ 顧 客 に焦 点 を当 て た セ ク シ ョンで,ビ ッグ ・ス リー に特有 の 要件 を含

ん で い る。
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QS9000のauditsは,1996年 の 第1四 半 期 に始 ま った。登 録 の期 日は厳 密

に守 られ て い る。GMはi現 在 の取 引 相 手 に は1997年12月13日 まで に
,新 し

い取 引 相 手 に は1996年1月1日 まで に登 録 す る よ うに要 求 した
。 ク ラ イ ス ラ

.__..は
,現 在 の 取 引相 手 に も新 し い取 引相 手 に も1997年7月31日 まで に=登録 す

る よ う に要 求 した。 フ ォー ドはy取 引相 手 が登 録 す る期 日 を特 に指 定 して い

な い。 しか しそ の期 日 は間 もな く公 表 され る こ とが期 待 され て い る
。

dTE900

TE9000は ・ ビ ッグ ・ス リー のQSgooOを 補 う規 格 で あ る
。TEgooOは,

非 製 造 部 品 で あ る5万 以 上 もの工 具 や 製 造 機 器 ,鋳 型 の取 引 業者 を そ の対 象

範 囲 と して い る。 これ は また,冷 却 水 な どの メー カ ー を含 ん で い る
。

TE9000は ・ISO9001全 体 に この業 界 特 定 の 要件 が つ け加 え られ て い る
。

QS9000と 同様 に・ ビ ッグ ス リー はISO9000へ の 登 録 機 関 にTE9000の 登

録 も求 め て い る。

これ まで の 主 な 規 格 の レ ビ ュ ー か ら,国 際 規 格 の 中核 は国 際 標 準 化 機 構

(ISO)で あ る こ とは 明 らか で あ る。1997年5月 まで に71力 国 が 国 際標 準 化 機i

構 に参加 して い る。 この うち57力 国 が投 票 権 を持 っ て お り,残 り14力 国 は コ
16)

レス ポ ンデ ン ト ・メ ンバ,_....であ る。 しか しな が ら,グ ロー バ ル ・マ ー ケ テ ィ

ング戦 略 に お け る これ らの規 格 の位 置 付 け と真 の普 遍 的 な適 用 に関 す る問 題

を理 解 す るた め に は,国 際 標 準 化 機 構 が で きた 当初 か らの特 徴 を検 討 す る必

要 が あ る。

Vi国 際標 準化機構(ISO)

1設 立 背 景

国 際標 準 化機 構 は1947年2月 に ジ ュ ネ0ブ で 設 立 され た。 これ は,イ ンタ

ー ナ シ ョナ ル 。フ ェデ レー シ ョン ・オ ブ ・ナ シ ョナ ル ・ス タ ン ダ ダ イ ジ ング ・

ア ソシエ ー シ ョン(1926年 か ら1942年 まで)と 国連 規 格 コー デ ィネ ー テ ィ ン
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グ委 員会(1944年 か ら1946年 まで)の 仕事 を引 き継 いだ。国際標準化機構 は,

スイスの民法 に則 って設立 されてい る。国際標準化機構 の 目的 は,「国際的 な

財 やサー ビスの交換 を容 易 に し,知 的活動,科 学,テ クノロジー,経 済活動

との協 力 を発展 させ るために標準化 やそれ に関連 す る活動 の開発 を促進 す る
17)

こ とで あ る」。

2構 造

ほ とん どの 国際 機 関 と同様 に,国 際標 準 化機 構 で は年 に一 回 の総 会 が 開 か

れ る。 また その役 員(プ レジ デ ン ト,2人 のバ イ ス プ レ ジデ ン ト,ト レ ジ ァ

ラー,セ ク レ タ リー ・ジ ェネ ラ ル)か らな るカ ウ ン シル が あ る。 チ ェア マ ン

と選 挙 で 選 ば れ た18名 の メ ンバ ー か らな るテ クニ カル ・マ ネー ジ メ ン ト ・ボ

ー ドが あ る。 テ ク ニ カ ル ・コ ミ ッテ ィー は特 定 の テ ー マ を取 り扱 う(212

Tcs)。 セ ン トラ ル ・セ ク レタ リア ー トは セ ク レタ リー ・ジ ェネ ラル に よ り指

揮 され る。 人 事 で は,一 つ の規 格 策 定 に一 つ の 国 が割 り当 て られ る。 組 織 の

経 費 は メ ンバ ー に よ り賄 わ れ る。

3活 動

国際標準化機構 の活動 の 目的 は,約28000の テ クニ カル ・ボデ ィーで策定 さ

れ る国際規格 の準 備で ある。 それ らはほ とん どあ らゆるテ クノロジーの分野

に及 んで い る。 しば しば,各 国 と国際組織 の代 表が協 力 して運 営 され る。国

際標準化機構 イ ンフォメ・一シ ョン ・ネ ッ トワー ク(ISONET)は ・ISOの 情

報 セ ンターや関連機 関で,国 際的で あれ国内的で あれ規格や基本的 な ドキ ュ

メン トの交換 を組織 立て て効果 的 に行 うため に設 け られてい る。

国際標準化機構 の活動 は,欧 州諸 国の影響 を多大 に受 けて きた。 その理 由

は,本 部 の地理 的位置だ けで な く,EUの 誕生 に よる単一市場 出現 の結果で も

ある。 ほ とん どの国際標 準化機構 の規格 は,ヨ ー ロ ッパ の基準 に置 き換 え ら

れ て き兇.EUの 誰 に よっ て,市 場 や マ ー ケ テ ィ ングのa',° と関 係 す る さ ま
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ざ まで主要 な方向性 を支 える標 準化 は試 されて きた。例 えば,EU内 の市場 の

創 出や研 究開発 の協力,あ る地 方で開発 され てテ クノロ ジーの全地域 へ の採

用i貿 易障壁 の撤廃,国 内規格 か ら国際規格 への変更 な どは,国 際規格 の下
19)

で評 価 で き る。例 え ばISOl4000に 登 録 して い な い企 業 は,EUがISO14000

を正 式 に採 用 して い るた め,EU内 で貿 易 障 壁 を も うけ て い る と して訴 え ら
2Q)

れ る。 さ らにRachelHilardは,英 国 と異 な り,ISO9000は 米 国 で は は じめ

は進 ん で 受 け入 れ られ な か っ た。 しか しな が ら,米 国企 業 は間 もな く彼 らの

欧 州 の 顧 客 や 消 費 者 がISO9000に 期 待 して い る こ とを認 識 した 。 米 国 で の

ISO9… の登 録 は,欧 州 へ の輸 出企 業}こ よ って先 導 され契 。

VIIグ ロ ー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ戦 略 と国 際 規 格

1グ ローバ ル ・マ ーケ テ ィング戦 略 に おけ る国 際マ ーケ テ ィング標 準化 の基礎

グ ロー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ戦 略 の 基盤 で あ る国 際 マ ー ケ テ ィ ン グの標 準

化 に対 して は,さ まざ まな ア プ ロー チ が存 在 す る。 しか しなが ら,国 際 マ ー

ケ テ ィ ン グの標 準 化 に対 す る これ らのパ ー スペ クテ ィ ブ に は
,主 に二 つ の 考

え方 が 存 在 す る。 まず第 一 に,国 際 マ ー ケ テ ィ ング標 準 化 を個 々 の 国 々 の 内

発 性(各 企 業 か ら)と して捉 え る考 え方 で あ る。 内発 的 な要 因 は,伝 統 的 な

マ ー ケ テ ィ ング ・ミク ス で あ る。 マ ー ケ テ ィ ン グ ・ミク スの 諸 要 素 は
,国 際

マ ー ケ テ ィ ン グの統 制 可能 要 素 としば しば い わ れ る
。 そ れ らは具体 的 に は,

製 品,価 格,流 通,プ ロモ ー シ ョンで あ る。 しか しなが ら,国 際 マ ー ケ テ ィ

ング の標 準 化,す な わ ち グ ローバ ル ・マ ー ケ テ ィ ング戦 略 の特 徴 や そ の水 準

は,外 発 的 な要 因(国 際 マ ー ケ テ ィ ン グ統制 不 可能 要 因)に よっ て も影 響 を

受 け る.こ の 考 え方 俵 した の は,セ オ ドー ア ・レ_ヴ ィ ッ トで あ饗.こ れ

は,グ ローバ ル ・マ ー ケ テ ィン グ戦 略 で の主 要 な研 究 で あ る。 レー ヴ ィ ッ ト

に よ る国 際 マ ー ケ テ ィ ング の標 準 化,す なわ ち グ ローバ ル ・マ ー ケ テ ィン グ

戦 略 の 基 盤 で あ る内 発 的 な要 素 は,製 品 で あ る。 外 発 的 な要 因 は,国 際 的 な
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23)

輸 送 手 段,コ ミュニ ケ ー シ ョン,情 報 の 流 れ で あ る。 も う一 つ の 考 え方 は,

グ ローバ ル ・マ ー ケ テ ィ ング戦 略 の決 定 的 要 素 と して の 国際 マ ー ケ テ ィ ング
24)

標準化 が内発的 な要素 に よって影響 を受 けてい る とい う ことで ある。過 去の

国際規格 の特徴 は,国 際 マーケテ ィングの直面 す る外発 的 な要因 の部分 とな

ってい る。

しか しなが ら,ISO9000やISO14000と も関連 す るが,国 際規格 が グロー

バル.マ_ケ テ ィング戦略 の基盤 としての国際マー ケテ ィングの標準化 にお

いて統合 で きるその枠組 みの展開が必 要 となる。 国際標準化機構 の国際規格

は,特 に企業 のア ウ トプ ッ トな どの基礎的 マネー ジメン ト要素 を企業 が如何

に実現す るか とい うことに焦点 を当ててい る。企業 のア ウ トプ ッ トは基本 的

にはマ ーケテ ィングにかかわ る。 マーケテ ィングに影響 を与 える これ らの国

際規格 は,法 律 や規制 の単 なる遵 守 を超 えてい る。企業 は,国 際標準化機構

の国際規格 の要件 を発展 させ るか どうかの選択 の 自由 を持 ってい る。 国際標

準化機構 の国際規格 は,企 業 が達成 しな けれ ばな らない最小 限の ゴールか ら

なってい る。 その国際規格 は,企 業の活 動の基盤 を形成す る要素 と一般的 な

方向性 を示 してい る。 これ らのゴール を達成す るための方針 の範 囲や 内容 に

対 す る責任 は企業 に委ね られ てい る。 したが って これ よ り,本 稿 で は,伝 統

的 な国際 マーケテ ィングの統制要素 と非統制 要素 の区分 と対比 的 に,国 際マ

ーケテ ィングの標準化 にお ける国際規格 の内発的要素 と外発的要素 の区分 に

基づ く統合 的 なフ レー ムワー クを論 じるこ とにす る。

2国 際規格 とグローバル ・マーケテ ィング戦 略の対 比的 フ レーム ワーク

構造的 なアプ ローチ ・トポロジー に従 うと,国 際標 準化機構 の規格 は特定

の企業 の盲 従 を意味 して いない。他方 その規格 は,効 果的 なマネー ジメン ト・

システムや環境や 品質で あ る対象へ の対応 で企業 が その責任 ある行動 を とっ

て い るか どうか を企業 に確信 させ る ことで もある。

先 に述 べた よ うに,国 際標準化機構 の規格 は,必 ず しも企業 に強制的 な影
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図1国 際標 準化機構 の国際規格 と国際マ ーケ テ ィング ・マネージ メン トの

統合 的 なフ レーム ワー ク

ノ 匡 繕 メント 国際的な考え方
ノ

一
IS。スタンダギ ト → 纏 のための国際_

(国際標準化機 マーケテ ィング

構の国際 規格)

輪 紳 黙　 匿

マ 不一ジ メン ト政策 に

対 しての機 能範 囲

特 に生産 と販売

グ・一バ ル ・マーケテ ィング劃

国ごとの市場 ・生産 ・

マーケティング

響 を与 え るもので はない。 しか しなが ら,図1で 示 され た ように,ト ップ ・

マネー ジメ ン トには影響 を与 える。 国際規格 は,経 営哲学,経 営 方針,経 営

観 に基 づ くマ ネー ジメ ン トに関連 す るよ うになって きた。国際規格 の内容 に

対す る責任 は,個 々の企 業 に委ね られ てい る。 したが って統 合的 なフ レーム

ワー クを論 じるには,国 際規格 のマネー ジメ ン トの影響力 の規模 を明 らか に

す る必要が あ る。 マネージメ ン トの影響 を受 け る二 つの主 な領域 はa生 産 と

マーケテ ィングで ある。国際標準化機構 の規格 は国際規格 で あ るので
,そ れ

らは国際 的な生産 や国際マ0ケ テ ィング に関連 して いる。 国際標 準化機構 の

成 り立 ちや構 造,活 動 を論 じた際 に示 された ように,現 在 で は企業 が国際標

準化 機構 の規格 に従 わないで経 営 を行 うことは困難で あ る。 あ らゆる生産 活

動 は顧客 や消費 者や市場 を対象 としてい るため,国 際的 な生産活動 にお ける

決定 的要因 も国際マー ケテ ィングであ る ことになる。

伝統的 に国際 マーケテ ィングは,1力 国以上 のマーケテ ィング活動 を意味
25)

す る 。 国 際 マ ー ケ テ ィ ン グ の 展 開 は,三 つ の 形 態 が あ り う る。 そ れ ら は
,イ

ン タ ー ネ イ シ ョ ン ズ ・マ ー ケ テ ィ ン グ(あ る い は輸 出 マ ー ケ テ ィ ン グ)
,マ ル
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テ ィ ネ ー シ ョ ン ズ ・マ ー ケ テ ィ ン グ(あ る い は マ ル テ ィ ナ シ ョナ ル ・マ0ケ
26)

テ ィン グ),グ ローバ ル ・マ ー ケ テ ィ ングで あ る。 イ ンタ ー ネ ー シ ョンズ ・マ

ー ケ テ ィ ング で は,企 業 は母 国市 場 と同 じマ ー ケ テ ィ ング活 動 や 製 品 を他 の

市 場 に も提 供 す る。 この場 合 マ ー ケ テ ィ ング活 動 や 製 品 に海 外 市 場 に適 合 す

る よ うに最 小 の 修 正 は加 え られ る。 イ ン ター ネ ー シ ョンズ ・マ ー ケテ ィン グ

に お い て適 用 され る規 格 は,企 業 の属 す る母 国 の規 格 で あ る。 マ ル テ ィネ ー

シ ョンズ ・マ ー ケ テ ィン グで は,そ れ ぞれ の国 に あ る市 場 に対 して異 な る製

品 や 異 な るマ ー ケ テ ィ ング活 動 を行 う。 マ ル テ ィネ ー シ ョンズ ・マ ー ケ テ ィ

ング は,そ れ ぞれ の 国 の市 場 をユ ニ ー クな市 場 と して 捉 え る。 した が って マ

ル テ ィネ ー シ ョンズ ・マ ー ケ テ ィ ング に適 用 で き る規 格 は,個 々 の国 で開 発

され た 国 内規 格 で あ る。 グ ロー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ング で は,国 内 で あ れ 国外

で あれ あ らゆ る市 場 に対 して 国際 標 準 化 が行 わ れ る。 した が って こ こで は,
27)

特定 のグmバ ル ・マーケテ ィング戦 略が とられ る。 この点で,国 際標準化

機構 の規格 と関連 してい る。

3統 合 的 な フ レーム ワー クでの グ ローバ ル マーケ テ ィン グ戦 略 の

コンポーネ ン トに おける,国 際標 準化機構 の国際規格の内発的 な

要素 と外発 的 な要素 の相互関係

グローバ ル ・マ ーケテ ィング戦略 で基本的 にな され るべ き課題 はy国 際標

準化機構 の国際規格 に適合す る国際 マーケテ ィング標準化 を展開す る ことで

あ る。 グ ローバ ル ・マーケテ ィング戦 略で は,国 際規格 は構造的 トポロジー

のプ ロセ ス(手 段)と してだ けで はな く,機 能的 トポ ロジーで もあ る。 国際

規格 は,機 能 的 トポロジーで示 された ようにさまざまな レベ ル に影響 を与 え

る。国際標準化機構 の国際規格 の基本 的な要素 は以下 にあげるグローバル ・

マーケテ ィング戦略 の諸問題 と関わ る。

① 企 業のマー ケテ ィング活動や製 品あ るいはサー ビスの標準化 で,文 化

的 に境 界の ある製 品,伝 統 のあ る食 べ物 や飲 み物 な どの国境 を越 える標準化

は困難 であ る。
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② 国際規格 の グローバル ・マーケテ ィング活 動や製品 あ るい はサー ビス

に対 す る影響力 は,潜 在的 な場合 であれ実現 された場 合 であれ,そ れ は否定

的 な こ ともあれば肯定 的 な こともあ る。多 くの企業 は,ISO9000を 肯定的 で

ある と考 えてい るが,ISO14000の 成果 に関 して は否定 的で あ る と思 われ る。

③ 企業 のマーケテ ィング活動 にお いて国際規格 の重要性 の程度 に関 して

は,プ ロダク ト・ライ フ ・サイ クル(PLC)で 成長や成熟 の段 階 にある企業

に とって は,国 際規格 のマーケテ ィング活動 や製品 に対 す る影響 はよ り重 要

とな って くる。 さ らに,自 動車業界 において は,国 際規格 が マーケテ ィング

の統合的部分 を作 る。

国際 マーケテ ィングの標準化 で あるグローバ ル ・マーケテ ィング戦略 の展

開 は,企 業 の潜在的 あ るい は実際の活動 だ けでな く,国 際規格 の成 り行 きに

も依存 して いる。国際 マーケテ ィングの標準 化の諸 次元が複雑 であ る ことは

明 らかで ある。国際マ ーケテ ィングの標準化 の諸次 元 はグローバル ・マーケ

テ ィング戦略 に対 す る企業 の取 り組 みに よって異 なる。国際 マー ケテ ィング

標準化 の最初 の次元 は企業 の努力 の結果 と関 わ る。 この次元 は,企 業 の国際

マー ケテ ィングの立案者 や国際標準 化機構 の国際規格 の規制力 に応 じて決 ま

る。 ある国際規格 は,企 業 の国際マーケ テ ィングの立案者 や国際標 準化機構

の国際規格 の規制力 を超 えて影響力 を与 える。 この次元 は,環 境規格 で ある

ISO14000に お いて明 らかであ る。

4国 際 規 格 の機 能 面 で の グ ローバ ル ・マ ーケ テ ィン グ戦 略

これ まで に述 べ られ た,グ ロー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ戦 略 に影響 を与 える

国 際標 準 化 機 構 の 国際 規 格 の基 本 的 な要 素 は,グ ロ ー一バ ル ・マ ー ケ テ ィ ング

戦 略 に幾 つ か の レベ ル が あ る こ とを示 して い る。 言 い換 え るな ら ば,国 際標

準 化 機 構 の 国 際 規 格 を使 用 す る際 に 国 際 マ ー ケ テ ィ ン グ標 準 化 の形 態 は一 つ

で はな い。 さ らに国 際 規格 や 国 際 マ ー ケ テ ィ ング標 準化(グ ロ ーバ ル ・マ ー

ケ テ ィ ング戦 略)を 考 察 す る場 合,内 発 性 要 因 と外 発 性 要 因 との間 に複 雑 な
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関係性 が ある。 この ことに よ り,グ ローバ ル ・マーケテ ィング戦略 の分類 を

行 う際 の要素 として内発 的要 因 と外発 的要因の間 に区別 を行 うことは困難 と

な る。

ここで論 じてい るア プロー チは,国 際標準化 機構 の国際規格 と国際 マーケ

テ ィングの標準化 それ 自体 を使 用 す る。企業 が この国際規格 を どの程度 で採

用す るか は,各 業界で異 なってい る。例 えば,精 密機器 メー カーで は,品 質

に関 す る要件 で あ るISO9000の 遵守 には多 くの領域 が あ る。排 出 ガスの高

い自動車 メーカーや工場 で はよ り多 くの遵 守項 目が ある。 さ らにEUで 活動

す る企業 は,米 国や 日本 と比較 して よ り高い水準 の遵守が要求 され てい る。

成熟 した国際市場 で活 動す る,テ レビや冷蔵庫 な どの家電 メーカーでは,局

いレベ ルの標準化 を行 ってい る。各企業が所属 す る産業,そ れが取 り扱 う製

品,活 動の領域 な どか らな る国際 マーケテ ィングの運 用のあ らゆる側 面 を考

察す るこ とに よ り,グ ローバ ル ・マーケテ ィング戦 略の レベル を決定す るの

は各企業 の責任 にかか ってい る。 表1は,国 際規格 に基づ く,基 本 的 な企業

のグ ローバ ル ・マーケテ ィング戦 略 を示 してい る。

国際規格 の内容 や国際マー ケテ ィング標準化の 内容 に基づ いて,グ ローバ

ル ・マーケテ ィング戦 略 は,表1で 示 された ように四つのカテ ゴ リー に分 け

られ る。国際マー ケテ ィング標準化 の内容 は縦 の軸 に沿 って,国 際規格 の内

表1国 際規格 に基づ く基本 的な グローバ ル ・マーケテ ィング戦 略

ISO規 格化 の内容

低 高

高

グル ー プB

プ ロア ク テ ィブ ・グ ロ ーバ ル ・

マ ー ケ テ ィ ング戦 略

グ ル ー プC

ポ ジ テ ィブ ・グ ローバ ル 。マ ー

ケ テ ィ ング戦 略

低

グ ル ー プA

リア クテ ィブ ・グ ロー バ ル ・マ

ー ケ テ ィ ン グ戦 略

グ ル ー プD

パ ッ シ ブ ・グ ロー バ ル ・マ ー ケ

テ ィン グ戦 略
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容 は横 の軸 に沿 って表 され る。二 つの軸 は,多 かれ少 なかれ四 つの枠 のそれ

ぞれ の組 み合 わせで表 せ る。 それ ぞれ の枠 はグ ローバ ル ・マー ケテ ィング戦

略の特定 の形態 を示 してい る。

グルー プAは リア クテ ィブ ・グローバ ル ・マーケテ ィング戦略 と名 付 け ら

れ る。 ここで のグロ0バ ル ・マーケテ ィング戦 略 は,グmバ ル ・ビジネス

を行 うた めの最小の国際標準化 を要求 す る。最小 国際マー ケテ ィング標準化

は,マ ルテ ィネー シ ョンズ ・マーケテ ィング とは区別 され る国際マ ーケテ ィ

ング標準化 を満 たす各 オ プシ ョンか らなってい る。各企業 の品質 や環境 に関

す る リスク を評価 す るこ とは困難 で ある。国際的 なホーム ・デ ィ リバ リー ・

サー ビスが その例 であ る。

グルー プBは プロア クテ ィブ ・グ ローバ ル ・マー ケテ ィング戦略 と名付 け

られ る。 この枠 で運 営 され る企業 のマーケテ ィング活動 や製 品 は高 い程度 で

標準化 されてい る。 しか しなが ら,品 質や環境 問題 は主 要な問題 とはなって

いない。 コンピュ0タ ・ソフ トや国際情 報 システムな どの企業 が その例 で あ

る。

グルー プCは ポジテ ィブ ・グ ローバル ・マー ケテ ィング戦略 と名付 け られ

る。 ここでの企業 は高 い国際 マーケテ ィング標 準化 が要求 され,国 際標準化

機構 の国際規格 の数多 くの項 目 を遵守 しな けれ ばな らな い。典 型的 な例 は,

国際 マーケテ ィング活 動で欧州市場が重要 な位置 を占め る自動車 業界で あ る。

グル ープDは パ ッシブ ・グmバ ル ・マー ケテ ィング戦 略 と名付 け られ る。

この枠で のグ ローバ ル ・マーケ ティ ング活動 は,最 小 の国際標準化 や他 の グ

ルー プAの 国際 マーケテ ィング標準化 の問題 か らな る。 しか しなが ら,こ の

グループでのマー ケテ ィング活動 は,国 際標準化機構 の国際規格 の多 くの項

目が要求 され る。 製品 は,高 い品質水準 と環境汚染水 準が要求 され るであ ろ

う。 グ ロー一バ ル ・マー ケテ ィング戦 略 は,国 際 マーケテ ィング標 準化 を達成

す るために国際標準化機構 の国際規 格の 内容 にかな り依存 してい る。
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Vlll結 論

世 界 の 多 くの企 業 は,ISO9000に 従 って クオ リテ ィー ・シス テ ム を構 築 し

て きた か構 築 し よ う と して い る。 国際 標 準 化 機構 の登 録 は,法 律 的 に拘 束 さ

れ る もので は な いが,国 際 マ ー ケ テ ィ ング を行 う多 くの企 業 が登 録 し よ う と
28}

して い る。 モ ー ビル ・サ ーベ イ に よれ ば,75%以 上 の 登録 企 業 は欧州 の 企 業

で あ り,20%は 米 国 の 企 業 で あ る。ISO9000そ れ 自体 が 品 質 の良 い製 品 の 保

証 を して い るわ けで は な い。 一 定 で 一 貫性 の あ る品 質 の良 い製 品 や サ ー ビス

の基 準 を明 らか に して い る。EUの 規 制 を受 け て い る多 くの 製 品 を持 つ こ と

は,ISO9000へ の登 録 認 証 の代 替 資格 とは な らず,そ の要 件 とな って い る。

多 くの企 業 は,ISO14000の 登 録 の準 備 を進 め て い る。ISO14000は,国 際 マ

ー ケ テ ィ ング標 準 化 に とっ てISO9000よ り大 き な影 響 力 を持 っ て い る よ う

に思 わ れ る。なぜ な ら,現 在 の グ ローバ ル な条 件 下 で は,ISO14000が よ り市

場 に関 わ って い るか らで あ る。

グ ロー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ング戦 略 で の 国 際標 準 化 機 構 の 国 際規 格 の遵 守 へ

の態 度 や そ の準 備 は,国 際規 格 に基 づ く国 際 マ ー ケ テ ィ ン グ標 準 化 の 分類 の

枠 組 み に大 い に依 存 す る。 グ ロー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ング戦 略 の展 開 の主 な問

題 は,多 くの 国 際標 準 化 機構 の国 際規 格 を どの よ うに,そ して い つ導 入 す べ

きか とい う こ とで あ る。 しか しなが ら,国 際 標 準 化 機 構 の 国際 規 格 は,国 際

マ ー ケ テ ィ ング,特 に グ ロ ーバ ル ・マ ー ケ テ ィ ング戦 略 で重 要 な役 割 を引 き

続 き演 じ るで あ ろ う。 そ れ らは まず,国 際規 格 は グ ローバ ル ・マ ー ケ テ ィ ン

グ戦 略 の重 要 な イ ンプ ッ トで あ る。 第 二 に,国 際規 格 は グ ロー バ ル ・マ ー ケ

テ ィ ング戦 略 の さ まざ まな水 準 や形 態 を分 類 す る際 の推 進 力 で あ る。 第 三 に,

国際 規 格 は あ る状 況 で は,国 際標 準 化 の水 準 を決 定 す る要 素 で あ る。 これ は,

国 際 マ ー ケ テ ィ ング の標 準 化 を要 求 して い な い と考 え られ るあ る産 業 で活 動

す る企 業 の場 合 で あ る。
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